
農業委員会議事録 平成26年5月21日 

霧島木質燃料材木置き場、一時転用 

 

６号２番について報告します。 

申請地は牧内公民館の西に位置し、現況は畑である。農地区分は、農用地区域内の農地に

該当すると思われる。資金の調達については自己資金であるため問題ないと思われる。ま

た残高証明も添付されている。法定小作人なし。転用目的は一時転用により木材置場を建

設するものであり、計画性も妥当であるため実現は確実と思われる。計画面積は１４，３

２５㎡であり、木材置場に利用するためには、相当な面積であると思われる。申請地の東

は畑、西は里道、南は道路、北は水路である。隣接地については被害防除計画書に記載し

てある措置をとるため支障はないものと思われる。一時転用の期間は平成２６年６月１日

～平成２９年５月末日までで、一時転用終了後農地へ復元する計画のため妥当である。以

上のような理由により、転用はやむをえないと思われる。以上です。 

 

本当に農地に戻されるの？ 

平成 24 年 6 月 16 日に売買予約の仮登記がなされています。 

 


